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グローバル化の税制へのインパクト



 

［出所］OECD Tax Database 掲載データより著者作成． 



図 2-2 海外資産の分布と海外での租税回避 

 

［出所］Alstadsæter, Johannesen and Zucman (2019), p.2092, Figure 4. 



図 2-3 「二元的所得税」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出所］筆者作成． 
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図 2-4 申告納税者の所得階層別所得内訳と所得税負担率 

 
［出所］熊倉・小嶋(2018)，127頁，図 18． 



 

［出所］The Institute for Fiscal Studies, Fiscal Facts/Tax Tables および OECD 

Revenue Statistics 掲載データより著者作成．  



図 2-6 資本から労働への税負担シフト 

 
［出所］Saez and Zucman (2019), p.96, Fig.5.2. 



 

図 2-7 所得階層ごとの平均税率 

 

［出所］Piketty, Saez and Zucman (2018), p.599,FigureⅣ. 



図 2-8 所得階層ごとの平均税率の推移 

 

［出所］Piketty, Saez and Zucman (2018), p.599,FigureⅣ. 



 

［出所］OECD Tax Database 掲載データより著者作成． 



租税回避のメカニズム



図 3-1 多国籍企業の利益移転による租税回避メカニズム 

 
［出所］著者作成． 
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図 3-2 タックス・ヘイブンの仕組み 

 

［出所］著者作成． 
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どれほどの規模の租税回避が
行われているのか



図 3-3 外国企業 vs.国内企業の収益性比較 

 

［出所］Tørsløv et al. (2018), Appendix, Figure 4. 



図 3-4 利益移転の増加 

 

［出所］Tørsløv et al. (2018), Appendix, Figure 5. 



図 3-5 アメリカ企業の利益―租税回避地子会社 vs.非租税回避地子会社 

 

［出所］Tørsløv et al. (2018), Appendix, Figure 6. 

 



表 3-1 移転された利益―国別推計(2015年) 

 

［出所］Tørsløv et al. (2018), Appendix, Table 2. 



租税回避を助け、国際協調を妨げる者



租税回避産業の勃興

• 「租税回避産業(tax-dodging industry)」の存
在

➤デロイト(Deloitte)、アーンスト&ヤング(Ernst & Young: EY)、KPMG、そしてプ
ライスウォーターハウスクーパース (PricewaterhouseCoopers: PwC)の「ビッ
グフォー」と呼ばれる四大会計事務所
➤ビッグフォーや多国籍企業には、移転価格税制の専門家として従事する
従業員が世界で25万人

• 1990年代以降、租税回避産業は多国籍企業
に、グループ企業内取引を用いた節税ビジネ
スを働きかけ

• 客観的で観察可能な市場価格が存在しない
無形資産を活用し、移転価格設定で多国籍
企業側の自由裁量を拡張



現状固定化の圧力と背景思想

• 多国籍企業も租税回避産業も、現状に既得権
• 改革に反対して強力なロビーイング活動を展開
• OECDもまた、現状変革よりは固定化へ
• ブレナン＆ブキャナン(1986年ノーベル経済学賞受
賞者)の世界観
➤「租税競争は善であり、それがなければ政府は膨張してしまう」
➤「選挙を通じて選出された多数派は、資産保有者に対して過剰に課税
する傾向にあり、資産保有者はまさに多数派の専制による犠牲者となる
可能性がある」
➤「税制をめぐる国際協調は政府間カルテル」(クノッセン 1990)。

• どうやって「政府間カルテル」を防ぐのか？
【１】租税競争によって分断、政府間協力の進展を抑止
【２】議会における民主的決定を制約するルールの形成、財産権侵害を掣
肘できる裁判所の活用



現状固定から改革へ

• 1980年代以降のグローバル化、2010年代以降のデジ
タル化、無形資産を活用した租税回避の激化は、現
行移転価格税制の手直し程度では通用しないことを
明らかに

• 2012年にOECDは、BEPS(Bae Erosion and Profit 
Shifting：税源浸食と利益移転)プロジェクトを開始

• 2015年にはその最終報告書が公表、だが既存国際課
税ルールの手直しが中心

• 積み残されたデジタル課税への具体的対応をフラン
ス、ドイツ、イタリア、スペインなど欧州諸国が求めた

• それが契機となって、約100年ぶりの包括的な国際課
税ルール見直しへ



なぜ国際課税ルールの見直しが
必要なのか



図 4-1 グローバル化／デジタル化による税収損失への対処策 

 

［出所］著者作成． 
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時代遅れのルール： 「独立企業原則
(Arm’s Length Principle: ALP)」

• 移転価格税制はもともと、多国籍企業が関連会社間
で取引を行う際の恣意的な価格づけを防ぐために導
入(「第1の役割」)

• 同時に、各国間で法人利益に対する課税権を配分す
るという役割も(「第2の役割」)

• ところがグローバル化により、多国籍企業がグループ
統合度を高め、統合利益が発生。グループ各社が「独
立企業」であるとの想定が現実と不適合に

• さらに、経済のデジタル化により無形資産の重要性が
高まり、移転価格が参照すべき妥当な市場価格を見
出しにくくなった



時代遅れのルール「PE(Permanent 
Establishment：恒久施設)ルール」

• 国内に「恒久的施設(PE)」がなければ、その
企業の利益に課税できないというルール

• だがデジタル企業は、物理的拠点を経由せ
ず直接オンラインで消費者にアクセスできる

• 結果、「市場国」には、税収が入ってこない

• 現行の国際課税ルールが、グローバル化／
デジタル化という経済構造の変化に対応でき
ていない



新たな国際課税ルールは可能か



表 5-1 デジタル課税に関する OECDの歩み 

2015年 10月 BEPS 最終報告書の公表(OECD 2015)。ただし、行動 1 におけるデジタル

課税の課題を指摘するに留め、その解決策は提示されず。 

2018年 3月 デジタル課税に関する論点整理を行った中間報告を公表(OECD 2018a) 

2018 年夏 アメリカが「マーケティング無形資産」提案を提示 

2019年 2月 「マーケティング無形資産」提案を含む、デジタル課税への 3つの選択肢を

提示した公開協議文書を公表(OECD 2019a) 

2019年 10月 デジタル課税に関する「統合提案(“Unified Approach”)」を公開協議文書で

提示(OECD 2019b) 

2019年 11月 「グローバル最低税率」提案に関する公開協議文書を公表(OECD 2019c) 

2020年 1月 140カ国・地域からなる全体会合で統合提案をもとに政治合意を目指すこと

で大筋合意 

2020年 10月 全体会合にて最終合意(予定) 

2020年 11月 G20会合(サウジアラビア)にて政治合意(予定) 

2020 年末まで 最終報告書を策定・公表(予定) 

［出所］著者作成． 



OECDが提示した3つの選択肢

【1】「利用者参加」(User Participation)・・・・イギリス提案
➤本提案は、デジタル経済では生産者だけでなく消費者／利用者も市場に積極的に「参加」して価値
創造に貢献している、と主張

【2】マーケティング無形資産(marketing intangibles)・・・・アメリカ
提案
➤本提案は無形資産を、①「マーケティング無形資産(marketing intangibles)」と、②「営業無形資産

(trade intangibles)」とに区別。
➤①の投資は主として消費者居住地国、②はその企業の本社立地国で行われる
➤法人利益への課税権は、①と②に関する法人の全体利益への寄与度に応じて、本社立地国と消
費者居住地国で分割すべきと主張

【3】定式配分(formula apportionment: FA)・・・・インドなど新興国
提案
➤本提案は、(1)多国籍企業のグローバル利益を確定させ、(2)それを国際合意、あるいは多国籍企業
立地国間の合意によって定められた一定の配分要素(資産、雇用、そして売上など)を含む定式を用
いて関係各国に配分し、(3)それによって確定した利益に対して各国がそれぞれ課税権を保有する、
という考え方
➤この提案の下では、PEルールも独立企業原則も意味をもたなくなる
➤最大のネックは、配分公式は国際的に合意される必要があり、それが政治的にきわめて困難な点



OECDの新しい国際課税ルール提案



図 5-1 OECDデジタル課税提案における課税権の配分 

 

［出所］著者作成． 
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OECD「統合提案」の意義

• 統合提案は、現行の国際課税ルールからの大きな飛躍。
ケーキにナイフを入れて分割していくような「トップダウン方
式」に転換

• 通常利益には移転価格税制を、残余利益には定式配分の
要素を含む、新しい国際課税ルールを適用

• 残余利益は一律、営業利益率が10％を超える利益部分とす
る。残余利益のうち「マーケティング無形資産」による貢献分
は、一律20％とする

• 多国籍企業のグローバル利益を最終的に消費者の居住国
同士で分割する際に、「売上高」を指標として採用。これによ
り、新たな租税競争を防ぐ



OECD提案は失われた税収をどれほど取
り戻せるのか

図 5-2 統合提案導入によるグローバルな税収効果 

 

［出所］OECD, 13 February 2020. 



表 5-2 OECD統合提案の導入が各国の税収に与える影響(％) 

国名 
BEAデータによる試算 IRSデータによる試算 

S% P% S%－P% S% P% S%－P% 

カナダ 9.4 4.9 4.6 7.6 5.0 2.6 

中国 6.0 3.8 2.2 5.8 4.2 1.6 

アイルランド 5.9 13.9 -8.0 7.6 4.6 3.0 

スイス 5.6 6.1 -0.4 6.4 7.7 -1.3 

ドイツ 5.4 1.7 3.8 5.0 1.1 3.9 

オランダ 4.7 13.6 -8.9 5.0 6.3 -1.3 

日本 3.8 3.4 0.3 3.5 3.9 -0.4 

フランス 3.2 0.9 2.3 3.0 0.8 2.2 

ブラジル 2.9 0.4 2.4 2.6 0.9 1.7 

ルクセンブルク 1.3 4.1 -2.7 1.8 3.9 -2.1 

ケイマン諸島 1.0 4.3 -3.3 1.3 9.2 -7.9 

バミューダ 0.9 1.3 -0.5 1.1 5.1 -3.9 

［出所］Sullivan (2020), Table 2A & 2Bのうち一部を訳出して転載. 



表 5-3 OECD統合提案の導入が米国多国籍企業の納税額に与える影響(10億ドル) 

企業名 
BEAデータによる試算 IRSデータによる試算 

合衆国 非合衆国 世界全体 合衆国 非合衆国 世界全体 

アップル 175 169 343 175 65 239 

アルファベット 75 43 118 75 11 86 

フェイスブック 64 59 123 64 22 86 

マイクロソフト 255 -67 188 255 -84 171 

J＆J 104 -17 87 104 -28 75 

ファイザー 312 -171 141 312 -154 158 

アマゾン 0 0 0 0 0 0 

キャタピラー 0 0 0 0 0 0 

スターバックス -5 11 6 -5 7 2 

［出所］Sullivan (2020), Table 4のうち一部を訳出して転載. 



ネットワーク型課税権力の誕生



ネットワーク型課税権力とは

【1】多国籍企業課税ベースの共有化

(OECD「第1の柱」、本章第2節)

【2】グローバル最低税率の設定 (OECD「第

2の柱」、本章第3節)

【3】以上【1】、【2】を実行する前提条件とし

ての租税情報の国際的な交換・共有



図 6-1 「独立企業原則」から「定式配分法」への移行 

 

［出所］著者作成． 



図 6-2 多国籍企業の統合利益と課税権の配分 

 

［出所］筆者作成． 
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「多国籍企業課税ベースの共有化 」
とは

• 以上の移転価格税制の問題を克服する有
力な方法は、「定式配分法」を導入すること

• 具体的には、
(1)まず多国籍企業の全体利益を把握

(2)それを資産、雇用、売上という客観的配分要素に基

づく定式により(OECD統合提案「第1の柱」の場合は

売上)、子会社に利益を配分

(3)こうして子会社の利益が確定すれば、各国政府は

自国立地の子会社利益に課税する権利を保有



OECDの立場の転回―「定式配分法」
の否定から接近へ

• OECDは、公式的には定式配分法の採用に一貫して否定的
立場

• だが現実には、独立企業原則の諸問題を解決する必要から、
実質的に定式配分法へ接近

• 移転価格税制において「利益分割法(profit split method: 
PSM)」のより広範な適用を推奨。これは、定式配分法に近似

• 両者が異なる唯一の点は、配分要素の決め方

• だがOECDも認めるように、利益分割法を実行するには必要
情報量が膨大で、関連企業の比較分析を行うために会計シ
ステムの共通化も必要

• 定式配分法の方が、よほどシンプル



歯止めとしての「グローバル最低税
率」導入提案～「第2の柱」

• 「グローバル税源浸食(Global Base Erosion: GloBE)」
と名づけられたグローバル最低課税提案は、以下
の4つの構成要素からなっている

a)所得合算ルール(income inclusion rule)：外国子会社や海外支店の所得に
適用される実効税率が最低税率未満であれば、課税を行うべき

b)過少課税支払ルール(undertaxed payments rule)：もし、関連者への課税
支払いが最低税率以上となっていない場合、控除否認もしくは子会社の立
地国(源泉地国)での課税を実施

c)スイッチオーバールール(switch-over rule)：PEに帰属する利益や(PEを構成
しない)不動産から引き出される利益が最低税率未満でしか課税されてい
ない場合、居住地国に対し免除方式から税額控除方式への移行を容認

d)課税対象ルール(subject to tax rule)：関連者への課税支払が最低税率に
満たない場合、特定の所得項目に関して租税条約上の特典を調整したり、
子会社の立地国での源泉課税その他の課税を行うことで、過少課税支
払ルールを補完



• 以上、OECDの国際課税ルール論議を通じておぼろげながら見えてきた
のは、「多国籍企業」という形で企業が国境を越える経済活動を活発化さ
せ、租税回避を激化させてきたのに対し、国家の側も国際課税ルールの
共通化という形で国際協調を進めることで対抗し、租税回避を封じ込め
ようとしている、という構図である。これは、国家こそが課税主権の唯一
かつ排他的な主体であるという、19世紀以来の国家観からの脱却をも意
味する。

• つまり、多国籍企業に対抗するために国家はようやく、グローバル次元
で相互に協力し合うことのメリットを理解し、情報交換を緊密に行いつつ
課税ベースと税率で共通化を図る方向に大きく舵を切ったと言える。これ
は、国家の否定や消滅を意味するわけでも、世界政府の成立を意味す
るわけでもない。国家は厳然として存在するし、今後もそうだろう。重要な
のは、自己完結的な課税権力から脱却し、「ネットワーク型課税権力」の
樹立に向けて国際社会が真剣に取り組み始めた点にある。私たちは、
「課税権力のグローバル化」が進行しつつあるのを目撃しているのであり、
それはまさに、「課税権力の新しい形」の模索に向けた、新たなプロセス
の始まりに他ならない。



治療薬とワクチンを国際公共財に



支持を集める「国際公共財」概念

• 2020年4月の国連総会では、感染症に対する治

療とワクチンへのアクセスが、万人に対して廉価
な価格、もしくは無償で保障されるべきだという
考え方が明記され、それを実現する国際協力の
必要性が謳われた

• 2020年5月19日に初のバーチャル会議として開

催された世界保健総会でも、感染症に対する治
療薬とワクチンを「国際公共財」として捉えること
に、多くの国々から支持表明がなされた



知的財産権をどう取り扱うか

• 知的財産権の「強制実施権(compulsory 
licensing)」
➤途上国政府がこの強制実施権を行使することで、治療薬・ワクチ ンの

特許が保護期間中でも、ジェネリック版(後発医薬品)の開発・販売を許容

➤1995年に世界貿易機関(World Trade Organization: WTO)の一環として

発効したTRIPS(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)協定

において明確化

➤2001年の「TRIPSと公衆衛生に関するドーハ宣言」において、国家的な

緊急事態とは何かを決定する権限が各国政府にあり、強制実施権を行

使する権利をもつことが確認されている

➤パンデミック発生を受けた2020年5月の世界保健総会決議案でもTRIPS

協定およびドーハ宣言への言及がなされ、感染症治療とワクチンへの公

平なアクセス権が謳われた



強制実施権に反発するアメリカ

• アメリカは当初、決議案がTRIPS協定およびドーハ宣
言に触れることに反対、文言を削除しようとした

• それがうまく行かないと悟ると、「イノベーションに経済
的動機を与えること(incentivizing innovation)」の重要
性への言及を要求
➤背後に、米国製薬会社の利益
➤途上国政府に強制実施権を行使されると、利益は大幅に削られ、巨額
の研究開発費を負担して治療薬やワクチンを開発する動機が失われる
という理由

• 最終的に、アメリカの試みは欧州諸国やアフリカ諸国
の反対にあって成功せず

• 治療薬とワクチンを国際公共財と位置づけるか、私的
財として位置づけるかという根本対立が存在







国際連帯税による財源調達

• 「国際公共財か私的財か」、「製薬会社の利
益保障」か「万人による公平なアクセス保障」
かといった対立状況を克服する手法はない
のか？

• 途上国とアメリカの対立軸を超克する一つの
方法が、「グローバル・タックス」の導入
➤とくに「国際連帯税」と名づけられた租税は、市場価格で治

療薬とワクチンを政府が買い上げ、それを廉価／無償で途

上国に供給する仕組みを支える財源調達手段



なぜグローバル・タックスが必要か？

• グローバルな課題に、国際社会が共同で資金拠出(joint 
funding)を行なって対処する必要性が高まったため

• グローバル化にともなって南北間格差(the North-South 
Divide)が拡大し、グローバルな再分配機能を強化する必要
性が高まったため

• 国境を越える経済活動のうち、負の影響を与える活動を制
御する政策手段(policy instruments controlling negative 
impacts of cross-boarder economic activities)が求められてい
るため

• グローバル化で国家による課税権力(power of taxation, 
taxing power)行使に制約が生まれてきたため、超国家機関
(supranational institution)か多国間協力(multi-national 
cooperation)による国境を越える課税主権を創設し、世界均
一課税(worldwide universal taxation)を実施する必要性が高
まってきたため



グローバル・タックスの典型としての国際通貨取引

税(Currency Transaction Tax)構想

• ノーベル経済学賞受賞者ジェームス・トービン(James Tobin)
が1972年に最初に提唱

• 「ある通貨と他国通貨との現物取引(physical transaction)の
すべてに、例えば1％といった、国際的に合意された一様な
税(uniform tax)を課すこと」を提案

• 国際的な資本移動(capital mobility)によって困難に陥った、
国内経済政策(domestic economic policy)の自律性
(autonomy)を回復するため

• この提案の最も重要な点は、それが短期取引(short-term 
trading)にのみ重い負担を課す一方で、長期取引(long term 
trading)に対しては無視しうるほどの負担しか課さないという
点



国際通貨取引税実施にともなう困難

• 租税回避(tax avoidance)の可能性
• 通貨取引税の導入で、本当に通貨価値の変動性(currency 

volatility)を抑制できるのか？
➤単純なトービン税は、投機的取引(speculative trading)もリス
ク回避(risk avoidance)行動も一網打尽にするため、両者を一
様に阻害する可能性

• パウル・シュパーン(Paul Spahn)による、「二段階トービン税
(two-tier Tobin Tax)」の提案
➤低税率による基礎税率部分(the underlying transaction tax)
と、通貨価値の変動性が増大した場合に発動される「為替正
常化課徴金(exchange-rate normalization duty)」の二つの部
分からなる
➤投機取引とリスク回避行動をうまく区別し、投機取引のみを
抑制しようとしたのである。



グローバル課税としての国際通貨取引税
とグローバルガバナンス

• 国際通貨取引税は、本質的に国家主権(national 
sovereignty)を超える枠組みで導入・実施される「グローバ
ル･タックス」に他ならない

• 税収使途(use of tax revenue)の決定権を誰が握るのか(国際
機関 or 各国政府)

• グローバル・タックスが超国家機関による企業･市民に対す
る直接課税(direct taxation)の形態をとるなら、その課税方法
や税収の使途は国家代表だけでなく、市民参加による合意
形成機関(decision making organization)で決定されるべき

• 予算(budget)と決算(settlement of accounts)に関する情報が
公開され、高い透明性を確保する必要性

• グローバル課税に関する市民の直接的コントロールを確保
• EU モデル



国際連帯税(International Solidarity Levy )
の創設(2006年7月)



国際連帯税の特徴

• 乗り換え客を除き、フランスから航空便で出発する全ての乗
客が課税対象

• 税収は、国際機関(UNITAID［国際医薬品購入ファシリティ］)を
通じて途上国の感染症対策(エイズ、マラリア、結核など)に
用いられる

• 航空券課税(tax on air ticket)の形式をとったのは、航空便に
よる負の外部性(negative externality)、航空便利用者の担税
力(ability to pay)、課税技術上(tax administration)の容易さに
よる

• グローバル化による南北間格差拡大に対処するための再分
配政策手段・・・薬剤購入(Drug Purchase)は現物給付による
再分配(redistribution in kind)だと解釈できる



EU金融取引税(1) 経緯

• 2013年1月22日、EU経済・財務相理事会は、11加盟国が共
同で「金融取引税」の導入を承認

• 導入予定国はベルギー、ドイツ、エストニア、ギリシャ、スペ
イン、フランス、イタリア、オーストリア、ポルトガル、スロベニ
ア、そしてスロバキア

• EUは当初、一斉導入を目指したが、イギリス等の強い反対
で断念。11か国が2014年に先行実施の予定

• 金融取引税の1国レベルでの導入例はあるが、複数国によ
る金融取引税の共同導入するのは税制史上初めて

• EUがその税収を加盟国とEUで分け合う「共通税」である点で
も歴史的画期



EU金融取引税(2) 目的

(1)財源調達／負担の公平性を実現する手段としての側面

～リーマン・ショック後の巨額の公費投入が背景に

(2)投機抑制の政策手段としての側面の2面性

～「高頻度取引」の抑制

• 金融取引税がEUという超国家組織の財源調達手段として位
置づけられている

• EUは、この税収分だけ、現在、EU加盟国が負担している分
担金を引き下げる予定。こうしてEUは、その財政基盤を拠出

金から独自財源に移行させることで、加盟国への財政依存
を引き下げ、自らの立場を一層強化する目論み



EU金融取引税(3) 制度概要

• 課税対象：金融派生商品を含めたあらゆる金融取引を対象

• 税率：通常の金融取引に0.1％、金融派生商品に0.01％

• 課税原則：「居住地原則」

(1)取引を行う金融機関の双方が導入国に立地する場合、それ

ぞれ自らの立地国政府に納税

(2)もし一方の金融機関が取引税導入国、他方が非導入国に立

地している場合、後者も納税義務を負い、両者は連帯して

納税する

• 網羅的で、租税回避が行いにくい。もっとも、非導入国の支
店同士で取引を行えば、租税回避できる



EU金融取引税(4) 課税インフラ



EU財政同盟への途？



国家財政主権から大きく転換

• 欧州委員会は2020年5月27日、新型コロナウィルス感染
症の影響で落ち込んだ経済の復興計画案を公表

• その財源としてEU首脳会談は2020年7月21日、総額7,500
億ユーロ規模の復興基金創設で合意、その内訳は補助
金が3,900億ユーロ、融資が3,600億ユーロで決着

• 基金を構成する資金は、欧州委員会が市場から調達し、
2028年から2058年までの30年間をかけて返済

• 事実上の「EU共同債」の発行を意味する
• 債務返済は、将来のEU予算と新規財源を充てる

• その主たる負担者は、財政が豊かな北部欧州だとみられ
るゆえ事実上、このスキームは北部欧州から南欧への財
政移転を意味する



図 2 復興基金の予算配分 

 

［出所］欧州理事会資料からジェトロ作成(吉沼 2020b)． 



EU新規財源とは？
• 現在、EU予算は主に3つの財源(①EU共通関税、砂糖税などの伝統
的財源[2018年総収入の13％]、②加盟国の付加価値税の一定割合
[同11％]、そして③国民総所得比例の分担拠出金[同67％])で賄われ
ている

• 新規財源の候補に挙がっているのは、
(1)EU排出量取引制度の海運や航空への対象拡大(年間100億ユーロの増収見込
み)

(2)炭素税の国境調整メカニズム(50億～140億ユーロの増収見込み)
(3)EU単一市場から巨大な便益を引き出している企業への課税(共通連結法人
税：100億ユーロの増収見込み)

(4)7億5000万ユーロ以上の売上高がある大企業に対するデジタル課税(130億ユ
ーロの増収見込み)

• これらは、①その課税主体がEUという超国家組織であること、②課税
対象がいずれも、国境を超える経済活動や、それにともなって生じる
影響であること、③税収はEU予算を通じてEUの全体利益のために国
際公共財の供給財源として活用されること、以上3点の理由から、上
記(1)～(4)の新規財源が導入された場合には、グローバル・タックス
の定義を満たすと考えられる



EUにハミルトンの到来か？

• 事実上のEU共同債の発行は、「ハミルトン的瞬間の到来
か」と評価されている
➤初代アメリカ合衆国財務長官のアレグザンダー・ハミルトン(1755年～
1804年)は、独立戦争のために各州が発行した多額の公債を肩代わり、
国債を発行して公信用制度を確立
➤重い負債を抱えた州とそうでない州との間の対立を解消、連邦政府の
主導の下、まとまりのある連邦制国家を形成

• EUの文脈では、共同債の発行によって各加盟国の公債が
EUによって肩代わりされ(「EU共同債」)、北部欧州と南欧
の対立を解消し、EUが連邦制国家てきなまとまりをもつ転
換点になる・・・かもしれない

• 課税面では、グローバル・タックスを独自財源として加盟
国から相対的に自立した課税権力として超国家組織EUが
確立



租税民主主義を問う



図終-1 経済のグローバル化／デジタル化への課税権力の「対抗運動」 

 

［出所］著者作成． 
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税制の発展史からの教訓

• 税制は当初、比較的課税しやすい取引税(transaction tax)や流通税
(circulation tax)から出発するケースが多い
➤1871年に創設のドイツ帝国(Deutsches Kaiserreich)は当初、関税(customs 

duty)と共同消費税(common consumption tax)に依拠
➤ドイツ資本主義の発展にともなって経済活動は広域化、所得税が「邦国

(Bundesstaat)」ごとに課税されていることの矛盾が顕在化
➤1920年の「エルツベルガー改革(Erzberger tax reform)」で帝国(Reich)に所
得税が移譲

• 現代では、EUがかつてのドイツ帝国と似た状況
• 経済がグローバル化しても、国民国家の課税権力は当面彼らにとどまる
➤より上位の課税権力は直接税(direct tax)ではなく、間接税(indirect tax)に
頼らざるをえない
➤グローバル・タックスも間接税にならざるをえない

• 国際連帯税や国際通貨取引税構想、そして適応基金提案の多くが、何らか
の形で取引や流通に課税しようとしているのは以上の理由による



グローバル・タックスへ向けての展望

• 将来的に、国際公共財(international public goods)供給する必要性はますます高
まるから、その費用負担のあり方が大きな課題となることはまちがいない

• 長期的には、ODAからグローバル･タックスへ
➤ODAでは財源調達上の安定性が保たれない
➤グローバルな課題に対処するための共同費用を世界的に公平に配分する仕
組みが必要

• グローバル･タックスの進化過程(evolutionary process)
➤まずは、流通や取引といった間接税の領域でのグローバル・タックス導入
➤世界均一にではなく、協定を締結した国々による先行導入(unilateral 

introduction)
➤租税としては、比較的単純で、支出と収入が結びついた目的税(earmarked tax)

的なものから出発し、それが徐々に整理統合されながら一般財源化された租税
(taxation for general budget)へと発展
➤将来的にはグローバル・タックスとして多国籍企業(Multinational corporation)
への課税など、直接税へのシフトの可能性

• 国際連帯税はその出発点

• グローバル・タックス導入の契機は、政策手段としての必要性よりも、適応基金提
案のように現実の財源の必要から生まれてくる可能性



 

［出所］著者作成． 
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